
三条市特定空家等解体費補助金交付　手続の流れ
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三条市環境課 申 請 者

事前調査申請書提出現地確認
調査判定（特定空家等
の確認・認定）

調査結果と
申請書類を通知

交付申請書類作成 見積書

交付申請書提出交付申請書受理

交付(不交付)
決定通知

交付決定通知受理

解体工事の実施

変更申請書受理

変更決定通知

変更申請書提出

変更決定通知受理

解体工事
の完了

実績報告書提出

確定通知受理

補助金受領

確定通知

補助金支払

 受付けは、原則、申請いただく先着順となります。
  ※予算額に達した時点で締め切ります。

令和５年５月１日～
予算額に達するまで

※変更がある場合

※前金払希望の場合前金払請求書受理 前金払請求書提出

前金支払 前金受領

見積依頼

契約

実績報告書受理

 ※上記は、一般的なケースを想定した場合の流れです。予算状況等により時期が異なる場合があります。

工事完了後30日以内
最終締切：令和６年２月29日


